
アーク溶接特別教育

令和８年度 一般社団法人足利労働基準協会

助成金

公益社団法人わたらせ技能講習センタと協力して、アーク溶接特別教育を実施いたします。

アーク溶接機を用いて行う金属の溶接（MAG、Mig、Tig）、溶断の業務は、生産工場や建設現場、車の製造など多くの場面におい

て広範囲に行われる作業です。しかしながら、取り扱いを誤ると感電や爆発などの危険を伴う作業のため、労働安全衛生法第５９条

３項の規定により、特別教育を受講しなければ、作業に就くことができません。

この講習の受講により、十分な知識と実技講習による経験を積んだうえで、安全な作業をお願いします。

日 時

会 場

受講料

申込期間

令和８年１１月１７日（火）、１８日（水）、１９日（木） ３日間

わたらせ技能講習センタ（足利市八椚町103）

※当協会の会員以外の方は、規定の金額に手数料として3,300円が加算されます

※受講料には、テキスト代などの諸経費及び消費税が含まれています

申込方法

令和８年９月１日（火）～１１月２日（月） 定員２０名

ホームページから直接お申し込みください （お問い合わせは、協会事務局73-6660まで）

助成金 市内中小製造業の場合は、足利市から受講料の３０％が助成されます

公益社団法人わたらせ技能講習センタ

２４，０００円

３日間とも ８：００～１６：０５

アーク溶接に従事する方は、一般の健康診断のほか、半年に１回の「特殊健康診断」の受診が必要となります。

また、呼吸用保護具としてマスクを着用する場合には、年に１度の「マスクフィットテスト」を実施しなければなりません。

健康管理のため、こちらも忘れないように対応をお願いします。

（健康診断、マスクフィットテストとも足利労働基準協会で実施していますので、ご利用ください）
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